
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

東京２３区内に直近１年以上連続して住んでいる。

いいえ

東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県（※）から東京２

３区内に直近１年以上連続して通勤している。

※一部、対象外地域あり。

はい

住民票を移す直前の１０年間のうち、通算５年以上、東

京２３区内に在住又は通勤している。

※在住と通勤の年数は合算可能

東京２３区内の在住年数だけで、

通算５年以上である。

※所定の地域に在住しつつ、東京２３区内の大

学等へ通学し、東京２３区内の企業等へ就職し

た者については、通学期間も対象期間とするこ

とができる。

対象外

東京都（２３区外）・千葉県・神

奈川県・埼玉県（※）から東京２

３区内に通勤していた年数を含め

ると通算５年以上である。

移住先での働き方などの希望は？

移住支援金対象

はい

いいえ

はい

いいえはい

いいえ

いいえ

①県マッチングサイトの掲載求人に就職

「山梨県移住支援・就業マッチングサイト」

に掲載されている支援金対象求人に応募し、

新規就職した場合。

②やまなし地域課題解決型起業支援金の採択

やまなし地域課題解決型起業支援金の交付決定を１年以内

に受けていること。

③移住元の仕事をテレワークで継続

企業等からの命令でなく、自分の意志で移住し、移住後

も引き続きテレワークにより業務で実施する場合。

④プロフェッショナル人材制度等を活用した就職

内閣府が実施する「プロフェッショナル人材事業」また

は「先導的マッチング事業」を利用し、人材紹介会社等

を介して就職したこと。

はい

 

東京圏から南アルプス市に移住した方に対し、移住支援金を支給します！ 
【移住元】及び【移住後】の要件を共に満たすことが支給条件となります。 

移住支援金の額 

・世帯での移住の場合 1 世帯当たり１００万円 

（18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18 歳未満の方ひとりにつき１００万円加算） 

※ただし、令和５年４月１日以前に転入された場合は、18 歳未満の方ひとりにつき３０万円加算） 

・単身での移住の場合 ６０万円 

年間の補助金の予算には限りがあります。 

対象になる方は、必ず事前相談のうえ、申請書類の準備をしてください。

今年度の申請書の受付は令和７年１月１０日までです！ 

まずは対象になるか

チェック！ 

フローチャート 



 
 

 

手続きの流れ  ※交付申請書等は、市ホームページからからダウンロードできます。 

１ 【申請】次の申請書類を市役所ふるさと振興課へ提出する。（申請者の判子（認印）が必要です。）  

 ≪申請時必要書類≫ 

  ＜すべての申請者が提出するもの＞ 

(１) 南アルプス市移住支援金交付事業費補助金交付申請書（様式第１号） 

(２) 写真付き身分証明書の写し（運転免許証、マイナンバーカード等） 

(３) 住民票（申請日から３ヶ月以内に発行された世帯全員の住民票） 

(４) 申請者に係る移住前の住所地での在住記録が分かる住民票の除票又は戸籍の附票 

（申請日から３ヶ月以内に発行された世帯全員のもの） 

(５) 本市の納税証明書並びに申請年度及びその前年度における前住所地の納税証明書 

（申請日から３ヶ月以内に発行された世帯全員（１８歳以上の者に限る）のもの） 

  ＜移住元の要件の中で東京２３区に通勤していた者のうち雇用保険の被保険者に該当する場合＞ 

    (６) 移住前の就業証明書等（任意様式）、雇用保険被保険者取得等確認通知書等 

  ＜移住元の要件の中で東京２３区に通勤していた者のうち法人経営者等に該当する場合＞ 

    (７) 移住前の開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等 

  ＜移住後の要件の中で表面①、④の就職に係る要件に該当する場合＞ 

    (８) 就業先の就業証明書（様式第２号） 

  ＜移住後の要件の中で表面③のテレワークに係る要件に該当する場合＞ 

    (９) 就業先の就業証明書（様式第２－２号） 

    (１０)テレワークに関する申告書 

  ＜移住後の要件の中で表面②の起業に係る要件に該当する場合＞ 

    (１１) 起業支援金の交付決定通知書の写し 

  ＜外国人の場合＞ 

(１２) 在留カード又は特別永住者証明書の写し 

(１３) その他市長が必要と認める書類 

 

２ 【審査】市が申請内容を審査し交付の決定をした場合、「交付決定通知書」を送付。 

 

３ 【請求】「交付決定通知書」を受領後、「補助金交付請求書」を提出。 

   ≪請求時必要書類≫ 

    (１４) 南アルプス市移住支援金交付事業費補助金交付請求書（様式第５号） 

 

４ 【支給】市から補助金を交付。 

お問い合わせ先 

南アルプス市役所ふるさと振興課 

移住・定住担当 

電話 055-282-6073 

申請期限 転入日（移住）から１年以内に申請すること。 


